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田村市 

下水道事業経営戦略 

団 体 名：福島県 田村市                 

事 業 名：下水道事業会計（公共下水道事業） 

策 定 日：令和３年３月                

計 画 期 間：令和３年度～令和 12年度    

           

本経営戦略は、平成 26年８月の総務省通知『公営企業の経営に当たっての留意事項につい

て』及び平成 28年１月の総務省通知『「経営戦略」の策定推進について』において要請のあった

中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策定に適正に取り組み、計画的かつ合理的な経

営を行うことにより収支の改善等を通じた経営基盤の強化等を図り、田村市総合計画に基づく下

水道事に係る諸施策を経営面から位置づけするために策定するものです。 

１．事業概要 

（１）事業の現況  

① 施設 

事業 公共下水道事業 

供用開始年度 

（供用開始年月日） 

（供用開始後年数） 

平成 16 年度 

(平成 16年 4月 1日) 

(16年) 

法適（全部適用・一部適用）非適の区分 法適用（全部適用） 

処理区域内人口密度 
（処理区域人口/処理区域面積） 

20.2人/ha 

（11,965人/591ha） 

流域下水道等への接続の有無 有 

処理区数 
１処理区 

（田村処理区） 

排除方式 
阿武隈川上流流域下水道「田村処理区」 

（旧大滝根川流域下水道） 

広域化・共同化・最適化実施状況*1 策定時点においては実施していません。 

*1 「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。  
  「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくもの

を含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を

共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。  
  「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会

的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わ

ない。）を指す。 
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【田村市処理区域】 計画一般図 
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② 使用料 

一般家庭用使用料体系の

概要・考え方 

・定額制の基本使用料に従量・累進制の超過使用料を加える使用

料体系 

使用月の汚水量に応じ、基本使用料 2,090円（使用した日数が 15

日以内である場合かつ使用汚水量が 5㎥以下の場合にあっては、

1,045円）に超過使用料を加えた額を、使用料として徴収しま

す。 

超過使用料の額は１㎥当たり、 

10㎥を超え 20㎥までは 209 円、 

20㎥を超え 50㎥までは 220円、 

50㎥を超え 100㎥までは 231円、 

100㎥を超える部分は 242円とする。 

業務用使用料体系の概

要・考え方 

一般家庭用使用料体系に同じ 

その他の使用料体系の概

要・考え方 

「水道水以外の水」のみを使用している場合、世帯使用人数によ

り算定します。世帯１人あたり６㎥を汚水量とみなし、算出した

みなし汚水量を上記「一般家庭用使用料体系」に当てはめ算出し

た額を使用料とします。 

「水道水以外の水」と「水道水」を併用している場合は、「水道

水以外の水」のみを使用している場合により算出したみなし汚水

量から「水道水」の使用水量を差引いた水量を「水道水以外の

水」の使用水量とします。当該使用水量と「水道水」の使用水量

の合計を当該月の汚水量とみなし、上記の一般家庭用使用料体系

に当てはめ算出した額を使用料とします。 

 但し、「水道水以外の水」の使用水量より、「水道水」の使用水

量が上回った場合は「水道水」の使用水量をもって当該月の汚水

量とみなし、上記の一般家庭用使用料体系にあてはめ算出した額

を使用料とします。 

条例上の使用料*2 

（20㎥あたり） 

※過去３年度分を記載 

平成 30年度 4,102円 

令和元年度 4,102円 

令和元年度 10月以降  4,180円（消費税増税による改定） 

令和 2年度 4,180円 

実質的な使用料*3 

（20㎥あたり） 

※過去３年度分を記載 

平成 29年度 4,624円 

平成 30年度 4,189円 

令和元年度 4,323円  

*2 条例上の使用料とは、一般家庭における 20㎥あたりの使用料をいう。  
*3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20㎥を乗じたもの 

③ 組織 

職員数 
上下水道課 14名 うち下水道担当 4名（局長は建設部長兼務） 

 

事業運営組織 

平成 31年 4月からの水道事業所及び建設部下水道課統合により、職員数 20

名から 7名削減（局長除く） 

統合とともに企業会計へ移行 
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組織図 

 
 

係名 職員数 業務役割 

業務係 ４名 下水道事業等の使用料及び事務に関すること。 

下水道受益者負担金に関すること。 

公共下水道の普及促進に関すること。 

下水道会計経理・決算に関すること。 

施設係 ８名 排水設備工事及び指定工事店に関すること。 

下水道施設の維持管理に関すること。 

下水道事業の計画及び施設整備に関すること。 
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（２）民間活力の活用等 

事業 公共下水道事業 

民間活用

の状況 

ア 民間委託 

（包括的民間委託を

含む） 

策定時点においては実施していません。 

イ 指定管理者制度 策定時点においては実施していません。 

ウ PPP・PFI 策定時点においては実施していません。 

資産活用

の状況 

ア エネルギー利用 

（下水熱・下水汚

泥・発電等）*4 

策定時点においては実施していません。 

イ 土地・施設等利

用 

（未利用土地・施設

の活用等）*5 

策定時点においては実施していません。 

*4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入

増につながる取組を指す。 
*5 「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組

を指す（単純な売却は除く）。 
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（３）経営比較分析表を活用した現状分析  

【経営の効率性】 

① 収益的収支比率 

 収益的収支比率は、使用料収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方

債償還金を加えた費用をどの程度賄えているかを表す指標です。100%以上であれば単年

度の収支が黒字であることを表すため、高ければ高いほどよい指標です。 

 なお、法適用後における収益的収支比率は、使用料収入や一般会計からの繰入金等の

総収益で、総費用をどの程度賄えているかを表す指標で、法適用前の算式とは一部異な

ります。 

当市では、100%を下回っておりますが、若干の改善状況にあります。平成 27年度に大

きく増加した理由は、整備完了に伴う接続人口の増加による収支改善によるものです。 

 
 

収益的収支比率は、地方公営企業法非適用団体に対する分析指標であり、地方公営企

業法適用団体は、類似の分析指標として経常収支比率を用いて分析します。経常収支比

率は使用料収入や一般会計からの繰入金等の経常収益で、経常費用をどの程度賄えてい

るかを表す指標です。 

当市下水道事業は、平成 31年 4月 1日に国からの要請期限である令和 2年 4月 1日よ

り１年前倒しで地方公営企業法を適用しており、平成 31年度の分析指標は経常収支比率

が採用されています。 

経常収支比率は以下のとおり、101.16％と 100％を上回っています。一方で類似団体

平均、全国平均を大きく下回っています。なお、類似団体及び全国平均は地方公営企業

法を先行的に適用した団体で構成されており、比較的都市部の収益構造の良い団体が多

い傾向にあります。それらの団体との比較においては数値としては下回るものの、来年

度以降は、要請期限である令和２年４月 1 日に法適用した団体も比較対象に含まれてく

るため、類団体及び全国平均は低下することが考えられます。 

 

令和元年度 経常収支比率（％） 

田村市下水道事業 101.16％ 

類似団体平均 109.21％ 

全国平均 108.07％ 
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② 汚水処理原価 

 汚水処理原価は、有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・

汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表す指標です。汚水資本費は企

業債償還元金及び利息です。 

当市では、汚水処理原価は減少傾向です。平成 26年度に接続人口の増加に伴う有収水

量の増加によって単位当たり原価が大きく減少し、それ以後も接続人口の増加は微増と

なっており、汚水処理原価も低減の傾向にあります。 

 
 

汚水処理原価は、地方公営企業法適用前後において集計される対象の原価が異なりま

す。汚水原価のうち汚水資本費は法適用前において企業債償還元金を集計しますが、法

適用後では減価償却費－長期前受金戻入により算出した額を集計します。 

そのため、一般的には企業債償還元金より減価償却費－長期前受金戻入のほうが小さ

いため、汚水原価も小さくなる傾向にあります。 

令和元年度の汚水処理原価は以下の通りです。 

令和元年度 汚水処理原価（円） 

田村市下水道事業 216.13円 

類似団体平均 230.95円 

全国平均 136.15円 
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【経営の健全性】 

① 企業債残高対事業規模比率 

企業債残高対事業規模比率は、使用料収入に対する企業債残高（一般会計等負担額を

除く）の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。 

平成 28年度までは指標は低下傾向ですが、平成 29年度及び平成 30年度は起債事業の

実施により比率は悪化しています。 

 
 

企業債残高対事業規模比率は、地方公営企業法適用前後において算出式は変わりませ

ん。平成 31年度の企業債残高対事業規模比率は以下の通りです。 

平成 31年度 企業債残高対事業規模比率（％） 

田村市下水道事業 3,312.93％ 

類似団体平均 1,130.42％ 

全国平均 682.51％ 
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② 経費回収比率 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した

指標です。当指標は、使用料で回収すべき経費をすべて使用料で賄えている状況を示し

ており、100%以上であることが必要です。 

平成 28年以降は 100％に近い数値となっており、類似団体平均を上回っています。こ

れは使用料で回収すべき経費が、公費負担部分である分流式下水道等に要する経費控除

後の数値により算出されることによる影響を受けており、繰入金等の財源により指標が

上振れしていることによるものです。 

 
 

経費回収率は、地方公営企業法適用前後において算出式は変わりませんが、対象とな

る原価は汚水処理原価であるため、法適用前後により集計対象が異なります。一般的に

汚水処理原価は法適用後に小さくなることから、経費回収率も上昇する傾向にありま

す。 

令和元年度の経費回収率は以下の通りです。 

平成 31年度 経費回収率（％） 

田村市下水道事業 100.00％ 

類似団体平均 74.17％ 

全国平均 100.34％ 

 

③ 流動比率 

流動比率は、短期的な債務（1年内償還予定企業債や短期の未払金）に対する支払能

力を示す指標です。 

流動比率は、１年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状

況を示しており、100％以上であることが必要であるとされています。 

しかし、規模の比較的小さな事業では、１年内償還予定企業債の償還はその償還時期

である 9月や翌 3 月の直前に財源確保するのが通常であるため、期末日時点ではその財

源は不足しています。従って、その場合には 100％を下回ることもあります。 

なお、平成 30年度までは、地方公営企業法を適用していないため、当該数値はありま

せん。 

令和元年度の流動比率は以下の通りです。 

令和元年度 流動比率（％） 

田村市下水道事業 30.77％ 

類似団体平均 57.26％ 

全国平均 69.54％ 
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【施設の効率性】 

① 水洗化率 

 これは、現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人

口の割合を表した指標です。当指標は、公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等

の観点から 100%となっていることが望ましいです。 

 当市では、整備拡大、加入促進により、全事業において増加傾向にあります。 

 
 

 

 

なお、法適用の前後において水洗化率の算定式に変化はありません。 

令和元年度の水洗化率は以下の通りです。 

令和元年度 水洗化率（％） 

田村市下水道事業 68.84％ 

類似団体平均 83.16％ 

全国平均 95.35％ 
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【施設・管渠の老朽化状況】 

① 有形固定資産減価償却率 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、

資産の老朽化度合を示しています。 

当該指標は地方公営企業法適用直後は、減価償却累計額が０からスタートするため老

朽化の状況を正しく示すことはできません。今後減価償却が進んでいくことで実際の老

朽化状況と整合していくことになります。 

なお、平成 30年以前は法適用前であり、当該指標はありません。 

令和元年度の有形固定資産減価償却率は以下の通りです。 

令和元年度 有形固定資産減価償却率（％） 

田村市下水道事業 2.36％ 

類似団体平均 24.10％ 

全国平均 38.57％ 

 

 

 

 

② 公共下水道事業について 

平成 16年度から供用開始であり日が浅いため、法定耐用年数（50 年）を超えている

管渠はなく、現状で老朽化対策は行っておりません。 

今後は、持続可能な下水道事業のため「田村市下水道ストックマネジメント計画」に

基づき下水道設備の計画的かつ効率的な管理を実施いたします。 
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２．将来の事業環境 

（１）行政区域内人口の予測 

 

 

                  （令和２年度は令和３年 1月 1日実績） 

 

行政区域内人口予測の推計は、国立社会保障・人口問題研究所の予測を基礎としています。

これによると、計画期間を通じて人口は減少し、計画期間後半である令和 7年以降、より減少度

合いを増していくことが予測されています。 

 

（２）有収水量の予測 

 

 
 

人口は年々減少しているものの、未普及区域への管渠整備が進み、接続人口増加による有収水

量の増加が見込まれるほか、令和３年度より農業集落排水事業の公共下水道事業への接続統合及

び令和４年度より公共下水道事業のし尿受入に伴う有収水量の増加が見込まれます。これにより

計画期間を通じて有収水量は増加する見込みです。 
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（３）使用料収入の見通し 

 

 
 

有収水量が増加見込みであることから、下水道使用料についても同様に増加する見込みとなっ

ています。なお、予測値は消費税抜きであり、下水道使用料の改定を見込んでいません。 

 

（４）施設の見通し 

当市は、ストックマネジメント計画を策定し、費用対効果を見極めながら、下水道施設の計画

的かつ効率的な管理を実施してきました。今後はさらなる人口減少が見込まれるため、今後の更

新費用や維持管理費用を鑑みて、需要に見合うような施設の最適化も視野に入れる必要がありま

す。 

事業 年度 事業の内容 
事業費 

（千円） 

公共下水道 

事業 

建設費 令和 

３年度 

・整備延長 L=100ｍ 

・マンホールポンプ（MP）設置工事 

・公共ます取付管設置工事 

・国道 288号マンホール点検業務 

・上大越第 3MPオーバーホール更新業務 

・東部台四丁目 MPオーバーホール更新業務 

82,250 

令和 

４年度 

・整備延長 L=100ｍ 

・公共ます取付管設置工事 

・主要県道マンホール点検業務 

・安久津 MPオーバーホール更新業務 

・関場 MPオーバーホール更新業務 

40,000 

令和 

５年度 

・整備延長 L=100ｍ 

・公共ます取付管設置工事 

・国道 349号マンホール点検業務 

・梵天川 MPオーバーホール更新業務 

・遠表 MPオーバーホール更新業務 

40,000 

令和 

６年度 

・整備延長 L=100ｍ 

・公共ます取付管設置工事 

・マンホール腐食個所調査業務 

・船引地区マンホール点検業務 

・東部台三丁目 MPオーバーホール更新業務 

40,000 
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事業 年度 事業の内容 
事業費 

（千円） 

・東部台五丁目 MPオーバーホール更新業務 

令和 

７年度 

・整備延長 L=100ｍ 

・公共ます取付管設置工事 

・最重要汚水幹線調査、点検業務 

・樋ノ口 MPオーバーホール更新業務 

・元池 MPオーバーホール更新業務 

40,000 

維持費 令和 

３年度 

・MP維持管理費用 

・管路修繕費用 

5,266 

令和 

４年度 

・MP維持管理費用 

・管路修繕費用 

5,266 

令和 

５年度 

・MP維持管理費用 

・管路修繕費用 

5,266 

令和 

６年度 

・MP維持管理費用 

・管路修繕費用 

5,266 

令和 

７年度 

・MP維持管理費用 

・管路修繕費用 

5,266 

 

 

（５）組織の見通し 

今後の職員数及び組織体制は、大きな変更は見込んでいません。職員が代わってもノウハウ

の継承が行えるよう業務の見える化や共有、研修の充実などを図って参ります。 
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３．経営の基本方針 

本市の公共下水道事業は「田村市流域関連公共下水道事業計画」に基づき経営を実施してい

ます。 

 

 ◇管渠整備計画 

本市の公共下水道事業は、全体計画 981.6haに占める整備率が 60.2％（令和元年度末時

点）となっており、計画では令和 9年度事業完了予定となっています。しかし、人口減少や

整備コストなどを勘案し、現状で管渠の延伸を行う予定は無いため、計画の見直しを実施し

ていきます。 

なお、平成 16年度の供用開始から日が浅いため、計画期間中における管渠の老朽化対策に

ついてはまだ予定していません。 

 

 ◇公共下水道事業と農業集落排水事業の統合 

   令和 3年 4月 1日に公共下水道事業と農業集落排水事業の統合を予定しており、管渠の接

続等、統合に向けた手続を計画的に実施します。 

  

 ◇経営の効率化及び健全化 

   使用料収入においては、農業集落排水事業との統合に伴う使用者の増加や、令和 3年度完

成予定のし尿投入処理施設の接続により、一定の収入増加が見込めるものの、市全体におい

て人口減少が進んでおり、これに伴う将来的な料金収入の減少が懸念される状況です。 

また、水洗化率が 68.8％（令和元年度末時点）と低い水準にあることから、使用料収入だ

けでは財源を確保することができず、地方債（企業債）及び一般会計からの出資金に依存し

ている状況にあります。 

   このように経営環境が厳しさを増す中で、公共下水道事業が担うサービスの提供を安定的

に継続していくため、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、毎年度進捗

管理を行いながら必要に応じて見直しを行い、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に

取り組んでまいります。 
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４．投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画（収支計画） 

別紙「投資・財政計画一覧」のとおりです。 

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

① 収支計画のうち投資についての説明 

◇投資の目標に関する事項 

本市の公共下水道事業は「田村市流域関連公共下水道事業計画」に基づき管渠整備を

行ってきましたが、現状で管渠延伸予定は無く計画も見直し予定であるため、今後の管

渠整備は必要な未普及区域を見極めながら投資を実施する予定です。また、本市の公共

下水道が接続している阿武隈川上流流域下水道「田村処理区」については、福島県に対

し、県が策定した長寿命化計画に基づく委託費及び施設更新費を負担してまいります。 

 

   ◇管渠の建設に関する事項 

管渠整備事業については、令和 3年度以降延伸の予定はなく、「田村市流域関連公共

下水道事業計画」も見直しを行う予定です。今後は、「田村市下水道ストックマネジメ

ント計画」に基づき、管渠施設等の点検・調査・改修等を実施して行く予定です。 

 

◇広域化・共同化・最適化に関する事項 

令和 2年 7月、福島県市町村財政課及び関係市町村による第 1回水道事業の基盤強

化・広域連携に関する検討会（県中方部）が開催されました。今後本格化する人口減少

社会では、既存施設の活用等において市町村界を越えた複数の地方公共団体間における

広域化・共同化を図っていくことが期待されており、今後も執行体制の確保や経営改善

により良好な事業運営を継続するための取り組みの一つとして検討を重ねていきます。 

 

◇投資の平準化に関する事項 

既存の管渠、マンホールポンプ、マンホールの蓋等の更新工事については、「田村市

下水道ストックマネジメント計画」に基づき、投資の平準化を進めてまいります。 

なお、計画期間中にマンホールの蓋に関して耐用年数の到来する資産が発生するた

め、耐用年数の到来する令和 5年度までにマンホールの蓋の調査を実施し、調査結果を

もとに更新工事の優先順位を付け、優先順位の高い資産から令和 6 年度以降に更新工事

を実施する予定です。 

 

◇防災・安全対策に関する事項 

下水道施設は市民生活にとって重要なライフラインの一つであり、災害時にもその機

能を維持または早期回復することが必要不可欠であることを踏まえ、平成 27年 3月に

田村市下水道業務継続計画（下水道 BCP）を策定しました。 

 

② 収支計画のうち財源についての説明  

◇財源の目標に関する事項 

収益的収入については、主に使用料と他会計負担金、長期前受金戻入によって構成さ

れています。使用料に関しては、農業集落排水事業との統合に伴う処理人口の増加、し

尿投入処理施設の接続による収入増加を見込んでいます。なお、使用料体系に関して

は、将来において使用料水準改定の余地はあるものの、既に全国的に高水準な使用料と

なっていることもあり、当面の間は現状の使用料水準を維持する予定です。 

他会計負担金に関しては、主に分流式下水道等に要する経費及び高資本対策に要する

経費に対する繰入となっています。 

資本的収入については、主に建設改良に係る国県補助金、企業債の借入及び他会計出

資金によって構成されています。建設改良費総額のうち、国県補助金及び企業債の借入

を財源とする部分を過去実績により見込み、残額を他会計出資金による収入として見込

んでいます。 
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   ◇使用料収入の見通しに関する事項 

     農業集落排水事業との統合による処理人口の増加及びし尿投入処理施設の接続、水洗

化率の向上による収入増加を見込み、使用料収入を計上しています。 

 

   ◇企業債に関する事項 

     企業債の新規借入については、本市公共下水道事業の管渠等整備工事及び流域下水道

建設費負担金のうち、補助金及び受益者負担金で充当できない金額を計上しています。 

 

   ◇繰入金に関する事項 

     基準内繰入を基本としますが、主に企業債の償還元金に充てられる基準外繰り入れ

は、新規の借入を原則として償還額の範囲内とすることで圧縮を図ります。 

 

 

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明  

◇職員給与費に関する事項 

     職員給与費については一般職 3名、技術職 1名の合計 4名分の職員給与費を見込んで

います。なお、人員単価については、過去の実績をもとに算出しています。 

 

   ◇動力費及び材料費に関する事項 

     令和 3年度以降は管渠の新規延伸予定はないことから、過去の実績をもとに算出し、

物価の変動については消費者物価の前年比上昇率を 1％として計上しています。 

 

   ◇修繕費に関する事項 

     過去の実績をもとに算出し、物価の変動については消費者物価の前年比上昇率を 1％

として計上しています。 

 

   ◇委託費に関する事項 

     現時点で委託を行っている業務については、継続的に委託することを見込んでいま

す。そのほか、「田村市下水道ストックマネジメント計画」に基づく、点検・調査に要

する経費を計上しています。 
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要  

① 今後の投資についての考え方・検討状況 

広域化・共同化・最適化に関

する事項  

今後本格化する人口減少社会では既存施設の活用等におい

て、行政界を越えた複数の地方公共団体間における広域化・共

同化を図っていくことが期待されており、今後も執行体制の確

保や経営改善により良好な事業運営を継続するための取り組み

の一つとして検討してまいります。  

 

投資の平準化に関する事項 

 公共下水道の管渠、マンホールポンプ、マンホールの蓋等の

更新工事については、「田村市下水道ストックマネジメント計

画」に基づき、投資の平準化を進めてまいります。 

 

民間活力の活用に関する事項 

（PPP/PFIなど） 

 PPP/PFI等の民間活力の導入可能分野の有無を含めた活用の

余地について、検討してまいります。 

 

その他の取組 

公営企業会計移行により整備した固定資産台帳を活用し、施

設の現状把握と今後の財政経営計画の基礎数値とします。 

 

② 今後の財源についての考え方・検討状況  

使用料の見直しに関する事項 

 現状で当市の使用料水準は全国的に高水準であり、計画期間

中の見直し予定はありませんが、消費税率改定などの法改正等

があれば、適宜見直しを検討してまいります。 

 

資産活用による収入増加の取

組について 

令和 4 年度からのし尿投入処理施設接続により、収入増加を見

込んでいます。そのほか、所有資産の活用余地について検討し

てまいります。 

 

その他の取組 
策定時点において特記事項はありません。 

  

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況  

民間活力の活用に関する事項 

（包括的民間委託等の民間委

託、指定管理者制度、 

PPP/PFIなど） 

 包括的民間委託について、本年度以前から検討を行ってま

いりましたが、当市の規模・地理的条件等では費用が増加す

る結果となり、委託に踏み切れておりません。民間業者のノ

ウハウ・創意工夫を活用することで、さらなる経営改善に繋

げるため、計画期間中にも引き続き民間委託を実施できる余

地がないか、検討してまいります。 

 

職員給与費に関する事項 

現在の総職員数は 14名ですが、公共下水道会計で負担する

職員給与費は業務係 2名、施設係 2名の計 4名分を見込んで

います。平成 31年 4月の組織統合の際に人員削減を行いまし

たが、事業継続に必要な人員について適正な人員配置となる

よう、適宜見直し・検討を行います。 

 

修繕費に関する事項 

管渠施設全体の持続的な機能確保及び経費の削減と平準化

を図るため、「田村市下水道ストックマネジメント計画」に基

づく点検・調査を実施していきます。 
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委託費に関する事項 

包括的民間委託について、民間業者のノウハウ・創意工夫

を活用することでさらなる経営改善に繋げるため、継続して

検討してまいります。 

 

その他の取組 
策定時点において特記事項はありません。 

 

 

 

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

経営戦略の事後検証、 

更新等に関する事項 

経営戦略の推進にあたっては、目標の達成状況を定期的・

定量的に検証・評価し、実施手法の改善や計画の見直し等に

反映させる進捗管理が必要です。 

今後は３～５年に一度、進捗管理・見直し（ローリング）を

実施します。また、計画からの大幅な乖離が生じた場合は適

宜見直しを行います。 
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(別添)投資・財政計画 
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(別添)令和元年度経営比較分析表 
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の
推

進
が

必
要

で
あ

る
。

　
一

方
で

、
長

期
的

な
人

口
減

少
に

よ
り

将
来

的
な

下
水

道
使

用
料

の
大

幅
な

増
収

は
見

込
め

な
い

た
め

、
今

後
も

厳
し

い
経

営
環

境
が

続
く

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

。
さ

ら
に

企
業

債
償

還
期

間
も

長
期

に
わ

た
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
、

計
画

的
な

経
営

基
盤

の
強

化
と

財
政

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

の
向

上
が

求
め

ら
れ

る
。

　
こ

の
た

め
、

経
営

戦
略

や
ス

ト
ッ

ク
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
計

画
に

基
づ

く
経

営
の

効
率

化
と

健
全

化
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

【
】

分
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欄
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経
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の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

　
当

市
の

下
水

道
事

業
は

、
令

和
元

年
度

か
ら

地
方

公
営

企
業

法
の

財
務

規
定

等
を

適
用

し
、

公
営

企
業

会
計

に
移

行
し

た
こ

と
か

ら
経

年
比

較
は

で
き

な
い

。
　

令
和

元
年

度
決

算
の

経
常

収
支

比
率

は
1
0
0
％

以
上

で
あ

っ
た

が
、

類
似

団
体

や
全

国
平

均
よ

り
も

低
い

状
況

で
あ

る
。

汚
水

処
理

原
価

は
類

似
団

体
よ

り
低

い
金

額
と

な
っ

て
い

る
が

全
国

平
均

と
比

較
す

る
と

大
き

な
開

き
が

あ
る

。
　

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

は
類

似
団

体
、

全
国

平
均

と
比

較
し

高
い

数
値

を
示

し
て

い
る

が
、

今
後

大
規

模
な

下
水

道
区

域
拡

張
事

業
を

行
う

見
通

し
は

無
い

た
め

減
少

し
て

い
く

見
込

み
で

あ
る

。
　

ま
た

、
汚

水
処

理
コ

ス
ト

の
削

減
努

力
は

続
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、

現
状

か
ら

の
大

幅
な

削
減

は
困

難
と

考
え

ら
れ

る
。

し
か

し
な

が
ら

将
来

に
わ

た
り

経
営

の
健

全
性

・
効

率
性

を
維

持
す

る
た

め
に

は
、

費
用

に
見

合
う

適
正

な
収

入
を

確
保

す
る

必
要

が
あ

り
、

下
水

道
使

用
料

の
見

直
し

を
検

討
し

た
が

、
既

に
全

国
的

に
も

高
水

準
で

あ
り

、
見

直
し

が
で

き
な

い
状

態
と

な
っ

て
い

る
。

　
水

洗
化

率
に

つ
い

て
、

類
似

団
体

及
び

全
国

平
均

と
比

較
し

低
い

数
値

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
向

上
に

努
め

る
と

と
も

に
運

営
体

制
や

今
後

の
投

資
の

在
り

方
に

つ
い

て
見

直
し

、
計

画
的

事
業

進
行

を
図

る
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

0.
00

0.
02

0.
04

0.
06

0.
08

0.
10

0.
12

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R0
1

当
該

値
-

-
-

-
0.
00

平
均

値
-

-
-

-
0.
10

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0.
0
0

12
0.
0
0

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R0
1

当
該

値
-

-
-

-
10
1.
1
6

平
均
値

-
-

-
-

10
9.
2
1

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R0
1

当
該

値
-

-
-

-
2.
36

平
均

値
-

-
-

-
24
.1
0

0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R0
1

当
該

値
-

-
-

-
0.
00

平
均

値
-

-
-

-
0.
00

①
経

常
収

支
比
率
(％

)

0.
00

2.
00

4.
00

6.
00

8.
00

10
.0
0

12
.0
0

14
.0
0

16
.0
0

18
.0
0

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R0
1

当
該
値

-
-

-
-

0.
00

平
均

値
-

-
-

-
15
.7
3

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R0
1

当
該

値
-

-
-

-
30
.7
7

平
均

値
-

-
-

-
57
.2
6

0.
00

50
0.
0
0

1,
00
0
.0
0

1,
50
0
.0
0

2,
00
0
.0
0

2,
50
0
.0
0

3,
00
0
.0
0

3,
50
0
.0
0

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R0
1

当
該
値

-
-

-
-

3,
31
2
.9
3

平
均

値
-

-
-

-
1,
13
0
.4
2

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0.
0
0

12
0.
0
0

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R0
1

当
該
値

-
-

-
-

10
0.
0
0

平
均

値
-

-
-

-
74
.1
7

0.
00

50
.0
0

10
0.
0
0

15
0.
0
0

20
0.
0
0

25
0.
0
0

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R0
1

当
該
値

-
-

-
-

21
6.
1
3

平
均

値
-

-
-

-
23
0.
9
5

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R0
1

当
該

値
-

-
-

-
-

平
均

値
-

-
-

-
49
.2
7

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

80
.0
0

90
.0
0

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R0
1

当
該

値
-

-
-

-
68
.8
4

平
均

値
-

-
-

-
83
.1
6

②
累

積
欠

損
金
比

率
(％

)
③
流
動
比
率

(％
)

④
企
業
債

残
高

対
事

業
規

模
比
率

(％
)

⑤
経
費
回
収
率

(％
)

⑥
汚

水
処

理
原
価
(円

)
⑦
施
設
利
用
率

(％
)

⑧
水

洗
化

率
(％

)

①
有
形
固
定
資
産
減
価
償
却
率

(％
)

②
管
渠
老
朽
化
率

(％
)

③
管

渠
改

善
率
(％

)

【
10

8.
07

】
【

3.
09

】
【

69
.5

4
】

【
68

2.
51

】

【
95

.3
5
】

【
59

.6
4
】

【
13

6.
15

】
【

10
0.

34
】

【
38

.5
7】

【
5.

90
】

【
0.

22
】


